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令和７年第１回区議会定例会追加提出予定議案  

 

条例議案 

 

 １ 品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条

例 

 

   概  要  国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたこと

等を踏まえ、区長、副区長等の旅費の種類を改める。  

   そ の 他  付則において、次の条例の一部改正を行う。 

        ⑴ 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関

する条例 

        ⑵ 品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに

勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

        ⑶ 調査、審査等に出頭した者および公聴会に参加した

者の費用弁償に関する条例 

        ⑷ 品川区行政委員会の委員の報酬および費用弁償に関

する条例 

        ⑸ 品川区監査委員の給与等に関する条例 

   施行期日   令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 ２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例 

 

   概  要  育児を行う職員に係る超過勤務の制限の対象となる

子の年齢を見直すとともに、介護両立支援制度等に係

る措置を定めるほか、子の看護のための休暇の見直し

に伴い規定を整備する。  

   施行期日   令和７年４月１日 
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 ３ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

   概  要  定年前再任用短時間勤務職員等に対して住居手当を

支給するほか、刑法の改正に伴い規定を整備する。  

   そ の 他  付則において、「職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例」の一部改正を行う。 

   施行期日  住居手当の支給に関する改正規定は令和７年４月１

日、刑法の改正に伴う規定整備に関する改正規定は同

年６月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

 

   概   要  国家公務員等の旅費支給規程の改正に伴い、規定を

整備する。  

   施行期日  令和７年４月１日  
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 ５ 品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

   概   要  基礎賦課額の保険料率等を改めるほか、低所得者の

保険料軽減に係る所得基準額を引き上げる。  

   施行期日  令和７年４月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例  

 

   概  要  育児を行う学校教育職員に係る超過勤務の制限の対

象となる子の年齢を見直すとともに、介護両立支援制

度等に係る措置を定めるほか、子の看護のための休暇

の見直しに伴い規定を整備する。  

   施行期日   令和７年４月１日 
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 ７ 学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

   概  要  区固有教員に指導教諭の職を創設するとともに、定

年前再任用短時間勤務職員に対して住居手当を支給す

るほか、刑法の改正に伴い規定を整備する。  

   施行期日  指導教諭の職の創設および住居手当の支給に関する

改正規定は令和７年４月１日、刑法の改正に伴う規定

整備に関する改正規定は同年６月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 学校教育職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

 

   概  要  国家公務員等の旅費支給規程の改正に伴い、規定を

整備する。  

   施行期日  令和７年４月１日  
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 ９ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例  

 

   概  要  育児を行う幼稚園教育職員に係る超過勤務の制限の

対象となる子の年齢を見直すとともに、介護両立支援

制度等に係る措置を定めるほか、子の看護のための休

暇の見直しに伴い規定を整備する。  

   施行期日   令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

   概   要  定年前再任用短時間勤務職員等に対して住居手当を

支給するほか、刑法の改正に伴い規定を整備する。  

   そ の 他  付則において、「幼稚園教育職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例」の一部改正を行う。 

   施行期日  住居手当の支給に関する改正規定は令和７年４月１

日、刑法の改正に伴う規定整備に関する改正規定は同

年６月１日  


